
　　城ヶ島沖に設置している浮魚礁については、沖合からの潮流に乗って回遊してくる魚を滞留させ近場に漁場を造成するほか、
　流速などのデータ観測を行い、急潮による漁業被害を低減させる目的で運用しているが、平成18年に設置してから対応年数の

　10年を経過しているため更新する。

２　債務負担行為設定理由

３ 　限度額の積算内訳
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　　浮漁礁は海域に合わせた特注品であり、本体及び係留索の製作を一括発注する必要がある。これらの製作及び設置には17ヶ
　月の期間が見込まれるため、平成30年度から２年間の債務負担行為設定を行う。
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漁場整備事業費

　事業概要等
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【調整の内容】
　要求どおり計上。
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１　事業の概要
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